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• 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向
け住宅における職員・有資格者等の配置状況
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住宅型有料老人ホームやサ高住における職員・有資格者の配置状況

住まいに専従の職員を配置している施設のうち

出典：令和６年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

⚫ 住まいに専従の職員を配置している施設は、住宅型が49.5％、サ高住は61.3％であった。
⚫ 専従の職員を配置している施設のうち、介護の資格の有無について、すべての職員が資格を保有している施設が約４

割、職員の一部が資格を保有している施設は約５割であった。
⚫ 介護の資格を有する職員がいる施設のうち、「介護福祉士」がいる施設は住宅型、サ高住ともに８割以上であった。

また、「研修を受け、たんの吸引等の医療処置ができる介護職員」がいる施設は住宅型で28.8％、サ高住で21.4％
あった。
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看護職員の配置状況と医療処置を要する入居者の割合

⚫ 看護職員の配置については、住宅型では、専従の職員がいる施設は17.2％、兼務の職員がいる施設は40.5%であり、サ高住
では、専従の職員がいる施設は12.4％、兼務の職員がいる施設は24.4％であった。

⚫ 住宅型有料老人ホームにおいて、医療ケアを要する入居者の割合が15％以上を占めるホームは、専従の看護職員がいるホー
ムで22.3％、兼務の看護職員がいるホームで19.7％、いずれもいないホームで12.2％だった。

⚫ サービス付き高齢者向け住宅において、医療ケアを要する入居者の割合が15％以上を占めるホームは、専従の看護職員がい
るホームで13.7％、兼務の看護職員がいるホームで17.5％、いずれもいないホームで6.6％だった。

⚫ 医療ケアを要する入居者がいないホームは、いずれの類型も、専従の看護職員がいるホームの方が、看護職員がい
ないホームよりも少なかった。

【住宅型有料老人ホーム】

【サービス付き高齢者向け住宅】

看護職員の配置状況×医療処置を要する入居者の割合

出典：令和６年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」
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看護職員の配置状況と要介護度別入居者数（人数積み上げ）
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⚫ 住宅型有料老人ホームにおいて、要介護３以上の入居者数が占める割合は、専従の看護職員がいるホームで54.0％、兼務の
看護職員がいるホームで59.0％、いずれもいないホームで52.5％だった。

⚫ サービス付き高齢者向け住宅において、要介護３以上の入居者数が占める割合は、専従の看護職員がいるホームで39.1％、
兼務の看護職員がいるホームで43.4％、いずれもいないホームで30.9％だった

54.0％

59.0％

52.5％

【住宅型有料老人ホーム】

【サービス付き高齢者向け住宅】

39.1％

43.4％

30.9％

出典：令和６年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」

看護職員の配置状況×要介護度別入居者数（人数積み上げ）

（要介護3以上が占める割合）

N=9,585 人

N=5,418 人

N=6,583 人

N=7,228 人

N=4,858 人

N=18,507 人
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•住宅型有料老人ホームにおける高齢者虐待の

現状等
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虐待の発生時間帯と住宅型有料老人ホームでの虐待類型（令和6年度調査結果）

出典：令和6年度 高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書

⚫ 高齢者虐待が発生した時間帯は、「時間帯によらない」の44.7％に次いで、「夜間」が36.6％であった。
⚫ 虐待類型別にみると、「心理的虐待」が50.0％、「身体的虐待」が36.4％、「夜間帯」に発生している。
⚫ 住宅型有料老人ホームでは、身体的虐待が265件と最も多く、次いで、「心理的虐待」と「介護等放棄」が69件ず

つとなっている。
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• 利用者による有料老人ホームやサービスの適切
な選択
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有料老人ホーム等の入居者に対する情報の開示について
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⚫ 有料老人ホームの設置者は、入居者等に対して、当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の
内容その他の便宜の内容、費用負担の額、その他の入居契約に関する重要な事項の開示が義務付け
られており、開示する場合は、書面により交付するものとされている（老人福祉法第29条第7項、老
人福祉法施行規則）。

⚫ その上で、法令上の義務とはされていないが、有料老人ホーム標準指導指針において、入居契約に
関する重要な事項の説明は、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に十分な時間的余裕をもっ
て、重要事項説明書及び入居契約書について説明を行うこととされ、その際には説明者・説明を受
けた者の署名を行うこととされている。また、標準指導指針の別紙様式に基づき「重要事項説明
書」を作成するものとしている。

⚫ なお、サービス付き高齢者向け住宅は、賃貸住宅の入居契約を締結するまでに、登録事項、入居契
約の内容や、特定施設の指定を受けた場合はその情報、前払金等に関する事項等を書面で交付し、
説明することが義務付けられている（高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条、国土交通省・
厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則）。



参照条文等

○ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）

第二十九条第七項 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、

当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない

○ 老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令第28号）

第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

第二十条の八 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。

第二十条の五 法二十九条第一項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

十六 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額、その他の入居契約に関する重要な

事項を説明することを目的として作成した文書

有料老人ホーム

○ 有料老人ホーム設置運営標準指導指針
12 契約内容等
⑷ 重要事項の説明等 

老人福祉法第 29 条第７項の規定に基づく情報の開示において、老人福祉法施行規則第 20 条の５第 16号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明につい
ては、次の各号に掲げる基準によること。
一 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」（以下「重要事項説明書」という。）を作成するものとし、 入居者に
誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること。なお、同様式の別添１「事業者が運営する介護サービス事業一覧表」及び別添２
「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付すること。 

二 重要事項説明書は、老人福祉法第 29 条第７項の規定により、入居相談があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。
三 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解した上で契約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書
及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書について説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者の署名を行うこと。
イ 設置者の概要
ロ 有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。）
ハ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨
ニ 有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有料老人ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種類 

ホ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨 

四 有料老人ホームの設置時に老人福祉法第 29 条第１項に規定する届出を行っていない場合や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書にそ
の旨を記載するとともに、入居契約に際し、入居希望者に対して十分に説明すること。

13 情報開示
 ⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報

 設置者は、老人福祉法第 29 条第７項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとともに、
パンフレット、重要事項説明書、入居契約書（特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約書を含む。）、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付す
ること。 9



参照条文等
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○ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（抄）（平成13年法律第26号）

（契約締結前の書面の交付及び説明）

第十七条 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事

項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

２ 登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるも

のをいう。）により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

○ 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（抄）（平成23年厚生労働省・国土交通省令第２号）

（契約締結前の書面の交付及び説明）

第二十条 法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨

二 入居契約の内容に関する事項

三 登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報

四 家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間

五 前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移

サービス付き高齢者向け住宅



⚫ サービス付き高齢者向け住宅は、全国の事業者の登録情報を、一般社団法人高齢者住宅協会が運営する「サービス付き高齢者向け住

宅情報提供システム」において公開するとともに、同システムにおいて、事業者が任意に入力した状況把握や生活相談サービス等住

宅の運営に関する情報も公開。

⚫ 有料老人ホームの設置者は、ホームが提供する介護等や運営状況に関する情報を、年に1回以上、都道府県知事等に報告しなければ

ならないこと、また、都道府県知事等は、報告された有料老人ホームの情報を、利用者が容易に抽出でき、比較し、選択することが

できるよう、インターネット等の方法により公表しなければならないと規定されている。（老人福祉法第29条第11項及び第12項）

⚫ これに基づき、都道府県等においては、公表方法は一覧表を掲載する、各施設の重要事項説明書を掲載するなど様々であるが、それ

ぞれのホームページ上に有料老人ホームに関する情報を公表している。

⚫ また、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」において、介護事業所の情報を掲載・検索できる機能（介護事業

所・生活関連情報）が設けられており、介護付き有料老人ホームについては、このシステムにおいて情報を検索し、把握すること

ができる。（※１）住宅型有料老人ホームについても、令和３年９月より情報を掲載・検索できる機能を追加したところである。

検索できる有料老人ホームは、令和７年４月１日全国で7,950件にとどまっている。（※２）（令和５年６月末現在、届出済みの有

料老人ホームは全国で16,543件）

（※１）介護事業所・生活関連情報の「介護事業所検索」においては、条件検索も可能。特定施設における検索条件は、次のとおり。

事業所の名称、所在地、事業所番号、法人種別、キーワード検索、郵便番号、住まいからの距離、外部サービス利用型の有無、空き・受入の

可否、主な介護報酬の加算、短期利用特定施設入居者生活介護の提供の有無、居室タイプ、利用料の支払い方式、家賃(月額）、食費の有無、夜

勤を行う看護・介護職員の人数、入居定員、第三者評価の有無、法人が都道府県内で実施する介護サービス、介護予防サービスの実施の有無

（※２）介護事業所・生活関連情報の「有料老人ホーム検索」に掲載されている件数。また、一部府県では、介護付き有料老人ホームは、（※１）に加

え、「有料老人ホーム検索」にも掲載されている。なお、「有料老人ホーム検索」には、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住

宅は掲載されていない。また、「有料老人ホーム検索」には、条件検索機能がない。

有料老人ホーム等に関する情報の公表等について

有料老人ホームに関する情報の公表等

サービス付き高齢者向け住宅に関する情報の公表

➢ サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム：https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp

➢ 介護サービス情報公表システム：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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都道府県による有料老人ホーム情報の公表例

12

⚫ 厚生労働省のホームページに、全国の都道府県・指定都

市・中核市における「有料老人ホームの一覧（住所地特

例対象施設のみ）」を公表している。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yuuryo

u.html

⚫ 神奈川県の場合、神奈川県（横浜市・川崎市・相模原

市・横須賀市以外）の有料老人ホーム一覧、有料老人

ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅一覧、及

び未届け有料老人ホームの一覧を、ホームページ上で公

表している。

⚫ また、各ホームの重要事項説明書をダウンロードするこ

とができる。

【神奈川県の公表例】

神奈川県の公表例



⚫ 都道府県・指定都市は、介護サービス事業者から報告される、介護サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報

のうち、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために必要な情報を公表することとされてい

る。（介護保険法第115条の35）

（参考）介護サービス情報の公表制度の概要

・介護サービス事業所は、介護サービスの提供を開始しようとすると

き又は都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、この情報

を報告することとされている。[介護保険施行令第三十七条の二の三]

・事業所の内容、所在地等 ・従業者に関するもの ・提供サービスの内容 

 ・利用料等 ・法人情報

基本情報

・利用者の権利擁護の取組  ・相談、苦情等への対応 ・安全衛生管理への体制

 ・サービス質の確保への取組 ・外部機関等への連携  ・事業運営、管理の体制

 ・その他（従業者の研修の受講状況等）

運営情報

※その他、事業所の積極的な取組を公表できるよう「事業所の特色」（事業所の写真・動画、定員に対する空き数、特色など）も任意の公表が可能。

・「介護サービス情報公表システム」を使ってイン

ターネットで誰でも情報を入手できる。

・令和５年度末時点で全国約22万か所の事業所情

報が公表されている。 

【参考】公表されている事業者数

1 .介護サービス情報公表制度の仕組み 2 .公表までのフロー

3 .情報公表される内容
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■サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（H23年度～）

事業者による登録にあわせ、登録情報を公開するとともに、状況把握や生活相談サービス等
住宅の運営に関する情報についても公開し、居住者のニーズにあった住まいの選択を支援

トップページ

各物件の詳細情報ページ

事業者の入力に基づき公開された、下記項目を閲覧可

サービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムについて

都道府県ごとの物件一覧 クリックすると

クリックすると
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○老人福祉法（抄）

第二十九条

十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報（有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容

及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行

うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの

所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

十二 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

○老人福祉法施行規則（抄）

（有料老人ホームの設置者の報告事項）

第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報

告しなければならない事項は、別表のとおりとする。（※）

（都道府県知事への報告）

第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以

上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

（情報の公表）

第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者

が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料

老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなけれ

ばならない。

参照条文

有料老人ホーム
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参照条文

○高齢者の居住の安定確保に関する法律（抄）

（登録簿の閲覧）

第十条    都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

（登録事項の公示）

第十六条 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

（※）別表（第二十一条の二関係）

一 有料老人ホームの設置者に関する事項

設置者の名称及び主たる事務所の所在地

二 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項

イ 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 有料老人ホームの類型

ハ 施設の竣工年月日 ニ 当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日

ホ 施設までの主な利用交通手段 ヘ 居室の状況

ト 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有無

三 介護等の内容に関する事項

イ 当該報告に係る介護等の内容等  ロ 入居対象となる者

ハ 当該報告に係る介護等の利用者への提供実績

ニ 利用者等（利用者又はその家族等をいう。）の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

四 当該報告に係る介護等を利用するに当たっての利用料等に関する事項

五 施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書の開示状況

六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

七 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況

八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況

九 その他都道府県知事が必要と認める事項

サービス付き高齢者向け住宅
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